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●目標年度の設定をどうするか。
●計画期間が長期にわたる場合は、今後の国の動向など社会的な変化に対応するため、一定期間ごと

 
に見直すことが適当か。

「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」策定に係る主な論点①「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」策定に係る主な論点①

Ⅰ．目標年度（計画期間）Ⅰ．目標年度（計画期間）
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【参考】
●現在、国において「エネルギー基本計画」の見直し作業が進められており、2030年に向けた

 
エネルギー選択の議論が行われているところ

 
●本県においては、これまでに策定した下記の関連計画において、「温室効果ガスの排出量を

 
2030年に1990年比で50％削減」との目標を設定

 
・持続可能な滋賀社会ビジョン（2008年3月策定）
・第三次滋賀県環境総合計画（2009年12月策定）
・低炭素社会づくり推進計画（2012年3月策定）

【参考】
●現在、国において「エネルギー基本計画」の見直し作業が進められており、2030年に向けた

 
エネルギー選択の議論が行われているところ
●本県においては、これまでに策定した下記の関連計画において、「温室効果ガスの排出量を

 
2030年に1990年比で50％削減」との目標を設定

・持続可能な滋賀社会ビジョン（2008年3月策定）
・第三次滋賀県環境総合計画（2009年12月策定）
・低炭素社会づくり推進計画（2012年3月策定）
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●導入目標の達成に向けて、本県における再生可能エネルギー導入を加速させるために取り組むべき

 
課題は何か。また、それを克服するためにどのような対策を講じていくべきか。

Ⅳ．振興方策Ⅳ．振興方策

「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」策定に係る主な論点②「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」策定に係る主な論点②

●国の「エネルギー基本計画」に係る議論の動向、県の関連計画との一定の整合を図ることが適当。
●再生可能エネルギー種別ごとの導入目標を設定することが適当。その場合の設定方法は。
●再生可能エネルギーだけでなく、天然ガスコージェネなど「革新的エネルギー高度利用技術」を含

 
めた導入目標の設定が必要か。
●県民にわかりやすい目標設定の方法とは。

Ⅲ．導入目標Ⅲ．導入目標

●基本的な理念、方針、視点等について
【例】地産地消による「自立分散型」エネルギー供給システムの構築

 

等
→地域が主体となった取組の推進
→県、県民、事業者その他の関係者の連携・協働の下に、様々な取組を総合的に推進

●滋賀県らしいプランの在り方について

Ⅱ．基本的事項Ⅱ．基本的事項

■本県における再生可能エネルギーの現状と課題等を踏まえた論点



１．「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」策定に係る論点１．「滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン」策定に係る論点

２．本県における再生可能エネルギー導入促進等に係る論点（課題）２．本県における再生可能エネルギー導入促進等に係る論点（課題）



本県における再生可能エネルギー導入促進等に係る論点本県における再生可能エネルギー導入促進等に係る論点((課題課題))【【概要概要】】

番

 

号

論点（課題） 掲載

 

ページ
項目 説明

導入促進

太陽光発電

家庭 ① ●個人住宅用太陽光発電システムの導入促進 ●更なる導入促進策 8

事業所 ② ●事業所レベルでの太陽光発電システムの導入促進
●個人住宅用に比して立ち遅れている事業所レベ

 

ルでの導入促進策
10

メガソーラー ③ ●メガソーラーの誘致（マッチング） ●マッチングの仕組みづくりと適地の掘り起こし 12

公共施設 ④ ●公共施設への太陽光発電システムの率先導入
●多様な主体の協力を得ていくためにも行政自らの

 

率先導入が重要

 

●公共施設の「屋根貸し」についての検討
14

公共的施設 ⑤ ●公共的施設への導入促進
●地域の防災拠点となる公共的施設（自治会館、民

 

間社会福祉施設等）への導入促進策について
14

風力発電 ⑥ ●風力発電設備立地の可能性 ●立地面での制約等について要検討 16

小水力発電 ⑦ ●小水力発電の導入検討
●特に農業農村地域（農業水利施設）における導入

 

事例の創出に向けて
17

バイオマス ⑧ ●バイオマス利活用（発電・熱利用・燃料製造）の推進●バイオマスのエネルギー利用の促進策 22

熱利用 ⑨ ●太陽熱利用、地中熱利用等の推進
●固定価格買取制度の対象外であるが、熱利用の

 

普及促進は重要な課題
●民間主体の取組による導入促進に向けて

28

革新的
エネルギー・

 

高度利用技術

天然ガスコージェネレーション ⑩ ●天然ガスコージェネレーションの普及拡大
●自立分散型の地域エネルギー社会の構築に向け

 

ての普及拡大策
32

燃料電池 ⑪ ●燃料電池の普及拡大
●自立分散型の地域エネルギー社会の構築に向け

 

ての普及拡大策
35

クリーンエネルギー自動車 ⑫ ●クリーンエネルギー自動車の普及促進 ●普及促進策、EV等用充電インフラの整備 37

産業振興・研究開発 ⑬ ●エネルギー関連産業の振興と研究開発
●県内に集積する電池産業の支援拠点形成
●事業者による創エネ・省エネ技術開発の促進

38

共通事項・その他

⑭ ●地域が主体となった取組の推進 ●市民共同発電等による地域主導型事例の拡大 44

⑮ ●蓄エネ ●蓄電池の普及と関連産業の振興 48

⑯ ●スマートコミュニティ ●先進的なモデル地域の創出と拡大 50

⑰ ●エネルギー規制・制度改革 ●再エネの普及に向けた規制緩和や必要な法整備 52

⑱ ●電力システム改革
●再エネの普及拡大に向けて、電力小売自由化や

 

発送電分離に係る速やかな法制化が必要
57
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本県における「太陽光発電（家庭）」導入促進に向けた課題本県における「太陽光発電（家庭）」導入促進に向けた課題

■本県における戸建住宅への太陽光発電システムの設置戸数は約16,700戸（普及率5.1％：2011年度末）。
■これまでに国の補助制度のほか、県独自に補助制度を設けて設備導入を支援（※平成24年度は個人用既築

 
住宅において、太陽光発電システムの設置と併せて一定額以上の省エネ製品を購入する個人が対象）。

 
■産業部門に比して温室効果ガスの排出量増加が懸念されている「家庭部門」における創エネの必要性。

■本県における戸建住宅への太陽光発電システムの設置戸数は約16,700戸（普及率5.1％：2011年度末）。
■これまでに国の補助制度のほか、県独自に補助制度を設けて設備導入を支援（※平成24年度は個人用既築

 
住宅において、太陽光発電システムの設置と併せて一定額以上の省エネ製品を購入する個人が対象）。
■産業部門に比して温室効果ガスの排出量増加が懸念されている「家庭部門」における創エネの必要性。

太陽光発電の

 
導入可能な戸建住宅

 
（導入済除く）
約18.9万戸

昭和55年以前の

 
耐震基準しか
満たしていない

戸建住宅

 約12.5万戸導入済

 
約1.7万戸

●滋賀県内に約33.1万戸ある戸建住宅のうち、約12.5万戸は昭和55年以

 

前の耐震基準であるため、重い太陽光パネルを屋根に設置することが困

 

難であると仮定。

 

●この仮定の下で推計すると、現時点で導入済みの1.7万戸を除くと、県内

 

で太陽光パネルを設置可能な戸建住宅は約18.9万戸。
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●導入可能な戸建住宅のうち設置済は１割未満であり、更なる導入支援が必要
●新築住宅と既築住宅における太陽光発電システム設置費用の価格差の解消
●太陽光発電システムの設置と併せた家庭での省エネルギー活動の推進
●（個人住宅に比して）普及が進んでいない「集合住宅」への導入促進が全国的な課題

本県の現状と取組

太陽光発電導入のポテンシャル個人住宅用太陽光発電システム設置に対する県補助金

①太陽光発電（家庭）



【【参考参考】】太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移太陽光発電の国内導入量とシステム価格の推移

（出典）第13回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料 9

①太陽光発電（家庭）



●民間事業者等による『創エネ』・『蓄エネ』の推進に向けて、「啓発段階」から「導入段階」

 
に至る各フェーズにおいて、きめ細かな導入支援策が必要ではないか。

本県における「事業所レベル」での太陽光発電本県における「事業所レベル」での太陽光発電
（または再生可能エネルギー全般）の導入促進に向けた課題について（または再生可能エネルギー全般）の導入促進に向けた課題について

創エネ

 
（再生可能エネル

 
ギー全般）

蓄エネ

【参考】省エネ

Phase1 
啓発段階

 

Phase1 
啓発段階

Phase2 
構想初期

 
段階

 

Phase2 
構想初期

 
段階

Phase3 
構想・検討

 
段階

 

Phase3 
構想・検討

 
段階

Phase4 
導入段階

 

Phase4 
導入段階

コーディネー

 
ター、アドバ

 
イザーの派

 
遣

省エネ診断支援

地域との連

 
携によるモ

 
デル的な取

 
組に対する

 
支援

事業所への

 
設備導入に

 
対する支援

民間事業者

 

省エネ設備

 

モデル補助金

■太陽光発電に関しては、個人住宅レベルでの導入促進に加え、事業所レベルでの取組が不可欠
（個人住宅に比して立ち遅れている事業所レベルでの導入拡大の必要性）

■これまでの県としての事業所向けの支援策についても、必ずしも十分なものでなかった。

■太陽光発電に関しては、個人住宅レベルでの導入促進に加え、事業所レベルでの取組が不可欠
（個人住宅に比して立ち遅れている事業所レベルでの導入拡大の必要性）

■これまでの県としての事業所向けの支援策についても、必ずしも十分なものでなかった。

啓発事業

 
（導入促進セ

 
ミナー、シン

 
ポジウム等

 
の開催）

例 例 例 例

既存事業 既存事業
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本県の現状と取組

②太陽光発電（事業

 

所）



本県における太陽光発電導入のポテンシャル本県における太陽光発電導入のポテンシャル((発電賦存量・利用可能量発電賦存量・利用可能量))

■太陽光発電の「利用可能量」は住宅用のみで671GWhと試算（第1回検討委員会：資料2（P.33））

 
■「発電賦存量」（地形条件や法規制区分などの社会的な制約条件を考慮しない場合のエネルギー量）ベー

 
スでは、工場屋根や耕作放棄地等を含め、2,465GWh（利用可能量の5倍強）と試算。

 
■ただし、耕作放棄地等以外の未利用地（自社用地の空地等）も多数存在するものと考えられるため、ポテン

 
シャルは更に増加する可能性あり。

 

■太陽光発電の「利用可能量」は住宅用のみで671GWhと試算（第1回検討委員会：資料2（P.33））

 
■「発電賦存量」（地形条件や法規制区分などの社会的な制約条件を考慮しない場合のエネルギー量）ベー

 
スでは、工場屋根や耕作放棄地等を含め、2,465GWh（利用可能量の5倍強）と試算。

■ただし、耕作放棄地等以外の未利用地（自社用地の空地等）も多数存在するものと考えられるため、ポテン

 
シャルは更に増加する可能性あり。

発電賦存量

 
（GWh/年）

利用可能量

 
（GWh/年）

算定方法

発電賦存量 利用可能量

住宅用 戸建住宅 1,033 671

・県内全ての戸建住宅（331千

 
棟）の屋根へ平均4kwの太陽光

 
パネルを設置した場合を想定し

 
て算定

・昭和55年以前の建物には

 
太陽光パネルを設置できな

 
いものと想定して算定

産業用

 
（非住宅用）

工場屋根 490 －

・工場の建築面積（1,064ha）を

 
工場屋根面積と仮定し、その一

 
定割合に太陽光パネルを設置し

 
た場合を想定して算定

・建築時期別の統計データ

 
が無いため、算定していな

 
い。

耕作放棄地 895 －
・耕作放棄地（1,303ha）の一定

 
割合に太陽光パネルを設置した

 
場合を想定して算定

・法規制等の制約条件を考

 
慮し、利用可能量として算

 
定していない。

その他 47 －

合計 2,465 671

（出典）平成22年度滋賀県クリーンエネルギー活用可能性基盤調査 11

②太陽光発電（事業

 

所）



本県におけるメガソーラー誘致に向けた取組と課題本県におけるメガソーラー誘致に向けた取組と課題

■県と関係市町で構成する「再生可能エネルギー県市町研究会」の場を活用しながら、各市町へ民有地も含

 
めた誘致候補地を照会し、適地を把握

 
■立地を希望する事業者があれば関係市町へ情報提供するとともに、県と市町で立地希望事業者を現地へ

 
案内し、交渉をサポートするという個別の「マッチング事業」を推進

 

■県と関係市町で構成する「再生可能エネルギー県市町研究会」の場を活用しながら、各市町へ民有地も含

 
めた誘致候補地を照会し、適地を把握
■立地を希望する事業者があれば関係市町へ情報提供するとともに、県と市町で立地希望事業者を現地へ

 
案内し、交渉をサポートするという個別の「マッチング事業」を推進

■一般的には、面積が概ね1.5ｈａ以上の造成済

 
み土地で、系統接続も容易であること

 
■全国的にみても、「工業団地」や「工場跡地」、

 
「埋立地」など、当面の有効活

 
用が見込み難い用地への立地
事例が多い。

■一般的には、面積が概ね1.5ｈａ以上の造成済

 
み土地で、系統接続も容易であること
■全国的にみても、「工業団地」や「工場跡地」、

 
「埋立地」など、当面の有効活
用が見込み難い用地への立地
事例が多い。

■左記のような適地は、既に工場立地など土地利

 
用が進んでおり、遊休地が少ない。（→立地希望事

 
業者へ紹介できる候補地のストックが少ない。）

 
■これまでの案件では、土地の「売却」を希望する

 
所有者と、「借地」を希望する事業者との間で調整

 
がつかなかったこと

 

■左記のような適地は、既に工場立地など土地利

 
用が進んでおり、遊休地が少ない。（→立地希望事

 
業者へ紹介できる候補地のストックが少ない。）
■これまでの案件では、土地の「売却」を希望する

 
所有者と、「借地」を希望する事業者との間で調整

 
がつかなかったこと

●マッチングするための仕組みづくりにおいて、更なる工夫が必要
●昨今、全国的に比較的大規模な設置も進んでいる工場の屋根や、更には倉庫などの屋

 根も含めて適地を把握し、立地希望事業者へ紹介できる候補地の更なる掘り起こしが必

 要

これまでの本県の取組これまでの本県の取組

メガソーラーの適地等メガソーラーの適地等 本県における課題本県における課題
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③太陽光発電（メガソーラー）



【【参考参考】】県内初のメガソーラー事業計画について県内初のメガソーラー事業計画について

■平成24年8月20日（月）、株式会社昭建（建設会社）が、県内で初めてとなる大規模太陽光発

 電（メガソーラー）事業に参入することを発表。

 ■今回の計画は、本県における再生可能エネルギーの導入を先導するメガソーラー事業として

 期待される。

 

■平成24年8月20日（月）、株式会社昭建（建設会社）が、県内で初めてとなる大規模太陽光発

 電（メガソーラー）事業に参入することを発表。
■今回の計画は、本県における再生可能エネルギーの導入を先導するメガソーラー事業として

 期待される。

■事業者；株式会社昭建（本社：大津市）
■名

 

称：(仮称)昭建石部ソーラー発電所

■所在地：滋賀県湖南市石部北２（自社用地）
■敷地面積；約5,220坪（約17,240㎡）

■使用モジュール：京セラ製（多結晶パネル）
■総出力：約1,800kw（約1.8MW）
■総発電量：約170万kwh（約500世帯分に相当）
■年間売電額：約6,000万円（見込）
■竣工予定：平成25年2月

■事業者；株式会社昭建（本社：大津市）
■名

 

称：(仮称)昭建石部ソーラー発電所

■所在地：滋賀県湖南市石部北２（自社用地）
■敷地面積；約5,220坪（約17,240㎡）

■使用モジュール：京セラ製（多結晶パネル）
■総出力：約1,800kw（約1.8MW）
■総発電量：約170万kwh（約500世帯分に相当）
■年間売電額：約6,000万円（見込）
■竣工予定：平成25年2月

メガソーラー事業概要メガソーラー事業概要

13（出典）株式会社昭建 記者発表資料（平成24年8月20日）等から滋賀県作成

③太陽光発電（メガソーラー）



公共施設・公共的施設への再生可能エネルギー導入促進公共施設・公共的施設への再生可能エネルギー導入促進

 －再生可能エネルギー等導入促進基金（グリーンニューディール基金）の活用－－再生可能エネルギー等導入促進基金（グリーンニューディール基金）の活用－

■H24.5環境省から

 
採択済

 
■この基金を活用し、

 
H24～H28の5年間

 
に防災拠点等である

 
庁舎・学校等の県・市

 
町施設、自治会館や

 
民間社会福祉施設等

 
に再生エネを集中的

 
に導入する方針

 

■H24.5環境省から

 
採択済

 
■この基金を活用し、

 
H24～H28の5年間

 
に防災拠点等である

 
庁舎・学校等の県・市

 
町施設、自治会館や

 
民間社会福祉施設等

 
に再生エネを集中的

 
に導入する方針

（出典）環境省資料に滋賀県加筆 14

④太陽光発電(公共)

⑤太陽光発電(公共的)



公共施設の「屋根貸し」について公共施設の「屋根貸し」について

■地方自治体が公共施設の屋根等を提供し、市民出資等による太陽光発電設備の設置を促す動きが全国

 
的に加速

 
■県内においても、東近江市が、本年6月に公有財産の屋根面等の貸出にかかるガイドラインを制定し、再生

 
可能エネルギー発電設備の普及に向けての条件を整備

 
■県自らが率先導入する選択肢もあるが、今後、先進的な取組事例を研究しながら、「屋根貸し」等の可能性

 
を検討

 
■仮に、「屋根貸し」を導入する場合でも、貸付対象者の範囲（非営利・営利）をどうするか、また実際に参入す

 
る者がいるかどうかといった課題がある。

 

■地方自治体が公共施設の屋根等を提供し、市民出資等による太陽光発電設備の設置を促す動きが全国

 
的に加速
■県内においても、東近江市が、本年6月に公有財産の屋根面等の貸出にかかるガイドラインを制定し、再生

 
可能エネルギー発電設備の普及に向けての条件を整備
■県自らが率先導入する選択肢もあるが、今後、先進的な取組事例を研究しながら、「屋根貸し」等の可能性

 
を検討
■仮に、「屋根貸し」を導入する場合でも、貸付対象者の範囲（非営利・営利）をどうするか、また実際に参入す

 
る者がいるかどうかといった課題がある。

15

≪対象財産等≫
●最大出力50kw未満の発電設備を設置する場合、建

 
物の屋根面等の使用を許可
●行政財産のうち敷地に余裕がある場合、その余裕部

 
分を貸付
●普通財産のうち、建物の一部又は土地を貸付（売却

 
等が困難な財産に限る）

≪対象者≫
●市内に事務所を有する地域団体、非営利の法人組織

 
および特別認可法人（※ただし、発電収益の取扱いに

 
ついて一定の要件あり）

≪使用料・貸付料≫
●年間発電量

 

×

 

買取価格

 

×

 

3/100以内

 

の額
（※一定の算出方法あり）

【参考】
「東近江市公有財産への再生可能エネルギー発電設備の

 
設置に係るガイドライン」（平成24年6月25日制定）の概要

（出典）神奈川県HP

【参考】
■神奈川県（民間企業開放型）
県有施設の「屋根貸し」スキームと流れ

④太陽光発電（公共施設）



本県における「風力発電」導入に係る課題本県における「風力発電」導入に係る課題

■全国的には、風況が良好で、大規模な土地確保が可能

 
な地域が北海道や東北の一部に限定。

 
■全国の導入ポテンシャル28,294万kwの49％を北海道

 
エリアが占めており、次いで東北エリアが26％、九州エリ

 
アが7.4％で続いている。（平成22年度再生可能エネル

 
ギーポテンシャル調査報告書）

 

■全国的には、風況が良好で、大規模な土地確保が可能

 
な地域が北海道や東北の一部に限定。

 
■全国の導入ポテンシャル28,294万kwの49％を北海道

 
エリアが占めており、次いで東北エリアが26％、九州エリ

 
アが7.4％で続いている。（平成22年度再生可能エネル

 
ギーポテンシャル調査報告書）

■年平均風速が毎秒６ｍ以上の地域が一般的に望ましいとされており、内陸県である本県では、このような適

 
地は山間部を中心とした地域に限定される。

 
■風の条件が整っていても、下記のとおり法規制上の課題が多く、立地面で制約を受ける地域が多い。
・騒音、低周波の問題があることから、居住地から一定の距離を置く必要
・開発行為に関する法規制（自然公園、保安林など）
・イヌワシ・クマタカ等の猛禽類をはじめとする動植物の保護への影響

 
■地形条件や道路条件、系統電力への接続等を踏まえた事業採算性の検討など、事業実施者において検討

 
すべき課題も多い。

 

■年平均風速が毎秒６ｍ以上の地域が一般的に望ましいとされており、内陸県である本県では、このような適

 
地は山間部を中心とした地域に限定される。
■風の条件が整っていても、下記のとおり法規制上の課題が多く、立地面で制約を受ける地域が多い。
・騒音、低周波の問題があることから、居住地から一定の距離を置く必要
・開発行為に関する法規制（自然公園、保安林など）
・イヌワシ・クマタカ等の猛禽類をはじめとする動植物の保護への影響

 
■地形条件や道路条件、系統電力への接続等を踏まえた事業採算性の検討など、事業実施者において検討

 
すべき課題も多い。

●大規模な風力発電施設の設置については、系統制約や更なる制度的な制約が解消され

 ることが必要。
●現在、立地上の制約を克服する技術開発も進められており、こうした動向を注視しな

 がら研究。

全国的な導入ポテンシャル全国的な導入ポテンシャル

本県における課題本県における課題
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本県における主な導入事例本県における主な導入事例

草津市烏丸半島（くさつ夢風車）1,500kw（H13～）

⑥風力発電



■平成20年度から22年度において、12土地改良区管理の44か所について導入可能性を調査し、可能性の

 
高い6地点をモデル地点として選定のうえ検証を実施。

 
■調査結果によると、44か所合計の年間発電電力は、3,512M（836世帯分相当）で、かんがい期最大発電電

 
力は103.64kw（安曇川沿岸・左岸幹線第3号分水工）。

 
■モデル地区の6地点については、概略設計も実施し検証したが、いずれも初期投資費や維持管理費などの

 
面で、十分な採算が見込める結果とはならなかったところ。

 
■現時点では導入に至っていない。

■平成20年度から22年度において、12土地改良区管理の44か所について導入可能性を調査し、可能性の

 
高い6地点をモデル地点として選定のうえ検証を実施。
■調査結果によると、44か所合計の年間発電電力は、3,512M（836世帯分相当）で、かんがい期最大発電電

 
力は103.64kw（安曇川沿岸・左岸幹線第3号分水工）。
■モデル地区の6地点については、概略設計も実施し検証したが、いずれも初期投資費や維持管理費などの

 
面で、十分な採算が見込める結果とはならなかったところ。
■現時点では導入に至っていない。

■既設の用水路では、配水の効率性、事業費の低減等の観点から、落差（位置エネルギー）を分散させる形

 
状で造成されており、結果として、小水力発電に不利な条件（１箇所当りの発電量が少なくなる）となっている。

 
■本県農業の特徴として水田が中心であり、かんがい期と非かんがい期の流量差が大きく、効率が悪い。
■流量と落差があっても、発電施設を設置するために新たな水路整備等が必要となる地点が多く、初期投資

 
費が高くなる。

 
■発電ポテンシャルの高い地点が集落から離れている等、電力需要が見込めない場合が多い。

■既設の用水路では、配水の効率性、事業費の低減等の観点から、落差（位置エネルギー）を分散させる形

 
状で造成されており、結果として、小水力発電に不利な条件（１箇所当りの発電量が少なくなる）となっている。
■本県農業の特徴として水田が中心であり、かんがい期と非かんがい期の流量差が大きく、効率が悪い。
■流量と落差があっても、発電施設を設置するために新たな水路整備等が必要となる地点が多く、初期投資

 
費が高くなる。
■発電ポテンシャルの高い地点が集落から離れている等、電力需要が見込めない場合が多い。

●今後、技術革新や普及促進により、小水力発電施設の導入コストの低減も予想。
●本年度実施する県下の可能地点調査や固定価格買取制度を踏まえ、施設管理者である

 土地改良区等への一層の働きかけが必要。
●シンポジウム・技術研修会の開催、先進地事例調査の実施。

これまでの本県の取組これまでの本県の取組

本県における課題本県における課題
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農業農村地域における「小水力発電」の取組と課題（滋賀県）農業農村地域における「小水力発電」の取組と課題（滋賀県）

⑦小水力発電



農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）①農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）①

18（出典）食料・農業・農村政策審議会

 

平成23年度第4回農業農村振興整備部会資料

⑦小水力発電



19（出典）食料・農業・農村政策審議会

 

平成23年度第4回農業農村振興整備部会資料

農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）②農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）②

⑦小水力発電



20（出典）「食料・農業・農村政策審議会

 

平成23年度第4回農業農村振興整備部会資料」に滋賀県加筆

農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）③農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）③

⑦小水力発電

【H24.7～】

 

25.2円/kwh
(1,000kwの

 

場合)



21（出典）食料・農業・農村政策審議会

 

平成23年度第4回農業農村振興整備部会資料

農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）④農業農村地域における「小水力発電」の現状と課題（全国）④

⑦小水力発電



バイオマス利活用をめぐる現状と課題（全国）バイオマス利活用をめぐる現状と課題（全国）

（出典）第9回バイオマス事業化戦略検討チーム資料（農林水産省） 22

⑧バイオマス



バイオマス利活用の事業化に向けた課題（全国）バイオマス利活用の事業化に向けた課題（全国）

（出典）第9回バイオマス事業化戦略検討チーム資料（農林水産省） 23

⑧バイオマス



主要なバイオマス利用技術の現状と課題主要なバイオマス利用技術の現状と課題

（出典）第13回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料 24

⑧バイオマス



我が国のバイオマスの賦存量と利用可能量我が国のバイオマスの賦存量と利用可能量

（出典）第13回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料 25

⑧バイオマス



バイオマスタウン構想等の推進状況バイオマスタウン構想等の推進状況

26（出典）第9回バイオマス事業化戦略検討チーム資料（農林水産省）

⑧バイオマス



本県における「バイオマスタウン構想」の策定状況本県における「バイオマスタウン構想」の策定状況（平成（平成2424年年66月現在）月現在）

27

市町村名 公表月日 バイオマスタウン構想の概要

米原市 平成18年5月31日

バイオマスの活用により持続的に発展可能な循環型社会の形成と、市民の主体的な取組

 
みを通して人と自然が共生するまちづくりをすすめることを基本に、生ごみ、農集排汚泥、家

 
畜排せつ物、剪定枝等のコンポスト化、廃食油のBDF化、木質バイオマスガス化発電による

 
バイオマス利活用システムの構築を図る。

野洲市 平成20年3月31日
里山、農地、そして琵琶湖に至る資源や家庭、事業所から出る有機資源を最大限活用し、

 
エネルギー利用、たい肥化などを通して環境と経済が両立する資源・経済循環型社会を構

 
築する。

長浜市
(旧湖北町)

改訂
平成23年3月30日
(平成21年11月30日)

長浜市は、豊富に存在するバイオマスの有効な活用を推進し、原料供給から変換・流通・

 
利用に至るシステムを確立し、市民・民間事業者・行政機関が協働し、循環型社会を形成す

 
るとともに、温室効果ガスの排出量の少ない低炭素社会の実現を目指す。

多賀町 平成22年3月31日

多賀町は、「資源循環型のまちづくり」及び「豊かな森林保全」を目的に、廃棄物系の食品

 
資源(生ごみ、廃食用油)や林産資源(製材端材、木くず)、未利用の林産資源(間伐材、林地

 
残材)を活用し、環境を守り・育てる(環境)、多賀を愛する心を育む(教育)、安心して暮らせる

 
まちをつくる(福祉)、地域産業に活力を生み出す(産業)の4つの柱を基本とする総合的なバイ

 
オマス利活用を目指す。

高島市 平成22年4月30日

高島市はこれまで「地域新エネルギービジョン」「地域省エネルギービジョン」「環境基本計

 
画」を策定し、地球環境にやさしい取組を進めてきた。バイオマス利活用を推進しBDF事業

 
並びに木質チップ活用の熱供給事業に加え、家畜排せつ物、食品資源、農産資源等を活用

 
し、たい肥化やエネルギー化を進めることで、温室効果ガスの削減を図り、地球温暖化防止

 
に対し積極的に取り組む。

東近江市 平成23年3月25日

東近江市は、近畿有数の田園地帯と山林から生み出されるバイオマス資源を有効に活用

 
するため、未利用となっている稲わらや間伐材等の堆肥化や燃料利用等を進める。また、こ

 
れまで取り組んできた菜の花エコプロジェクトやもみ殻の炭化利用、自治会や家庭を主体に

 
置いた生ごみの堆肥化、木質ボイラー利用などをさらに発展させ、市民の参加と協働を基軸

 
に、地域自立につながる循環型社会の構築を目指す。

（出典）近畿農政局HP

⑧バイオマス



再生可能エネルギー熱の導入支援の必要性再生可能エネルギー熱の導入支援の必要性

28（出典）環境省2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会エネルギー供給WG資料

⑨熱利用



熱の有効利用の特徴熱の有効利用の特徴

（出典）第29回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料 29

⑨熱利用



再生可能エネルギー熱の現状と可能性再生可能エネルギー熱の現状と可能性

（出典）第29回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料 30

⑨熱利用



本県における「地中熱利用」の導入事例
 （静里なのはな園（なのはな幼稚園・なのはな保育園）

 

）

設置者 高島市

設備概要 地中熱を利用した循環換気システム

 

太陽光発電、太陽熱給湯も併設

設置年月 2005年9月運用開始

設置経費 約43,000千円

（環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業補助金 約23,000千円を活用）

効果 H17.9～H21.8の4年間の平均年間ランニングコスト削減率

（削減額/従来方式（エアコン）での試算額）

 

68.8％

（出典）高島市「静里なのは

 
な園」パンフレット、資料
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⑨熱利用



天然ガスコージェネレーションについて天然ガスコージェネレーションについて

（出典）第11回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料 32

⑩天然ガスコージェネ



天然ガスコージェネレーションシステムの普及見通しについて天然ガスコージェネレーションシステムの普及見通しについて

（出典）第12回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料（日本ガス協会提出資料）から滋賀県加筆

（出典）「第20回総合資源エネルギー調査会基本問題委員会資料」に滋賀県加筆

■従前のエネルギー基本計画で

 
は、現状で約450万kwの天然ガ

 
スコージェネレーションシステム

 
について、2030年に1,100万kw 
の普及を想定

 
■日本ガス協会の見通しによれ

 
ば、実現のための対策を講じて

 
いくことにより、2030年に約

 
3,000万kwの普及を想定

■代替可能な熱需要ポテンシャ

 
ルのうち、経済的に導入可能な

 
量として約1,650万kwと推計(※)

（※コスト等検証委員会のデータに基

 
づき既存のボイラと購入電力のシステ

 
ムの投資回収年数よりもコージェネ

 
レーションシステムの投資回収年数が

 
短いケースを経済的に導入可能な量

 
とした。）
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⑩天然ガスコージェネ



滋賀県内における天然ガスコージェネレーション導入状況滋賀県内における天然ガスコージェネレーション導入状況
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■滋賀県内におけるコージェネレーション導入実績（全燃料ベース）のうち、「天然ガス」を燃料と

 
する割合は約72％

 ■滋賀県内における天然ガスコージェネレーションの導入状況については、発電容量の累積

 
ベースで、2001年の65,594kwから2010年の171,123kwと、直近9年間で2.6倍に拡大

 ■今後、自立分散型エネルギー供給システムの構築に向けて、天然ガスコージェネレーション

 の導入拡大を図っていく必要がある。

 

■滋賀県内におけるコージェネレーション導入実績（全燃料ベース）のうち、「天然ガス」を燃料と

 
する割合は約72％
■滋賀県内における天然ガスコージェネレーションの導入状況については、発電容量の累積

 
ベースで、2001年の65,594kwから2010年の171,123kwと、直近9年間で2.6倍に拡大

■今後、自立分散型エネルギー供給システムの構築に向けて、天然ガスコージェネレーション

 の導入拡大を図っていく必要がある。

⑩天然ガスコージェネ
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